
利用児童数が定員２名以下の場合には、保育士の配置は不要とし、看護師１名の配置で対象とな
るよう補助要件を緩和すること。このことにより、多可町での開設が可能となった。 

利用児童２名以下でも、看護師等と保育士そ
れぞれ１名の配置が必要 
（特に郡部の小規模な診療所等では、保育士 

の確保が困難） 

○病児保育事業実施要綱
（平成28年４月27日付け雇児発0427第１号
 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知） 

【職員の配置要件】 

※看護師、准看護師、保健師又は助産師 

配置職員 利用児童 配置数 

看護師等※ 概ね10人 １名以上 

保育士 概ね３人 １名以上 

現状 支障事例 

提案内容 

H27年度から、診療所等の医療機関に開設することを前提に、職員の配置基準を国庫補助の要件よ
り緩和した県独自の病児保育施設を創設 

兵庫県の対応策 

H28年度から、近接病院等から保育士及び
看護師等が駆けつけられる等の迅速な対
応が可能であれば、常駐を要件としない
こととされた 

病児保育事業における補助要件の緩和
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西脇市

加東市上郡町

太子町

市川町

稲美町

播磨町

猪名川町

神戸市
芦屋市

西宮市

尼崎市

伊丹市

宝塚市

川西市

明石市

高砂市

姫路市

赤穂市 加古川市

相生市

三田市加西市

小野市

福崎町

香美町

豊岡市

養父市

朝来市

宍粟市

淡路市

南あわじ市

丹波市

篠山市

洲本市

佐用町

新温泉町

三木市

たつの市

姫路市

神河町
多可町

但馬 
北西部 

淡路全域 

実施市町
25市町 

（全41市町）

病児対応型 33施設

病後児対応型 17施設

小規模診療所型
（県事業）

１施設
（★マーク） 

計 25市町51施設

県下においても、病児保育施設がな
い地域があり、空白解消に向けた取
組とともに、都市部でのより一層きめ
細やかな整備推進が必要

兵庫県下における病児保育施設の状況
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播磨 
北西部 

未設置  ２９市のうち ６市 
１２町のうち１０町 

要件緩和により６市、１０町が設置可能に 



診療所型小規模病児保育事業（兵庫県単独事業）と国制度との比較

区分 
県単独事業 国庫補助事業 

診療所型小規模病児保育 病児対応型 病後児対応型 

実施 
場所 

診療所等の医療機関 
（施設内又は隣接地） 

医療機関、保育所等 

利用 
定員 

３名以内 
（原則２名以内、市町長が必要と認めた
場合は３名まで預かることができる） 

制限なし（施設が設定） 

職員 
配置 

看護師等、保育士のいずれか１名以上 
（病児の受入がない日は、近隣の保育所
等で保健指導、発達相談等を実施） 

看護師等：児童概ね10人につき１名以上 
＋ 

保 育 士：児童概ね３人につき１名以上 

補助 
単価 

１か所あたり年額 
・運営費補助 3,400千円 
・開設準備経費 2,000千円 

１か所あたり年額 
基本分    2,417千円 
加算分 504～21,902千円 
開設準備経費 4,000千円 

※H28補助単価 
※保育所等への情報提供や
巡回支援等を実施した場合、
改善分の加算 2,417千円 

１か所あたりの年額 
基本分    2,006千円 
加算分 401～20,160千円 
開設準備経費 4,000千円 

※H28補助単価 
※保育所等への情報提供や
巡回支援等を実施した場合、
改善分の加算 2,006千円 

設備 
要件 

保育室及び観察室又は安静室（観察室又
は安静室は医療機関との兼用可） 

保育室及び観察室又は安静室 

医師の確保 医療機関での実施が前提 
日常的に指導・助言を行う医師（指導医）の確保 
協力医療機関（緊急受入先）の確保 

負担 
割合 

県1/2、市町1/2 国1/3、県1/3、市町1/3 
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